様式第２号（第７条関係）
庄総危第　号
　
　様

庄原市長　八　谷　恭　介
庄原市家庭用防犯機器設置補助金交付決定通知書

令和　年　月　日付けで申請の庄原市家庭用防犯機器設置補助金について、下記のとおり交付することに決定しましたので、庄原市家庭用防犯機器設置補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記
１　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　円
２　交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３　交付の条件
（1） この補助金に係わる法令等に従うべきこと。
（2） この補助金に係わる収入及び収支を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了後の翌年度から起算して５か年間整備保管しなければならない。
（3） 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用増加した財産については、事業完成後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
（4） 補助事業者が、この補助金に係わる規則、交付要綱、実施要領及びこれらに基づく命令並びに補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、当該補助金の額の決定後においても、交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させることがある。
（5） 補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額することがある。

様式第３号（第７条関係）
庄総危第　号
　

　様

庄原市長　八　谷　恭　介
庄原市家庭用防犯機器設置補助金交不付決定通知書
令和　年　月　日付けで申請の庄原市家庭用防犯機器設置補助金について、庄原市家庭用防犯機器設置補助金交付要綱第７条の規定に基づき審査した結果、下記の理由により不交付と決定したので、同要綱第７条第２項の規定により通知します。
記
不交付決定理由
様式第４号（第８条関係）

庄総危第　号
　
　様

庄原市長　八　谷　恭　介
庄原市家庭用防犯機器設置補助金交付決定取消通知書

令和　年　　月　　日付け庄総危第　号で交付の決定を通知した庄原市家庭用防犯機器設置補助金について、下記のとおり交付の決定を取り消すことに決定したので、庄原市家庭用防犯機器設置補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。
記
１　交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円　
２　交付決定取消理由
３　補助金の返還

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

